
診療情報開示規程 

1.目的 

当院が診療情報を積極的に提供することは共同の営みの医療の前提である。当院が理念と

する安全安心信頼の医療をすすめるために診療情報開示規定を定める。 

 

2.定義および適用範囲 

この規程で使う用語の意味は以下のとおりである。 

１．診療情報 診療の過程で、患者の身体状況、病状、治療等について医師またはその指揮・

監督下にある医療従事者が知り得た情報 

２．診療録 医師法第 24 条所定の文書 

３．診療記録等 診療録、各種検査記録、検査成績表、エックス線写真、助産録、看護記録、

その他、診療の過程で患者の身体状況、病状等について作成、記録された書面、画像等の一

切 

４．診療記録等の開示 患者など特定の者に対して、診療記録等の閲覧、謄写の求めに応ず

ること 

 

3.診療情報提供の一般原則 

医師は、患者に対して懇切に診療情報を説明・提供するように努める。診療情報は，口頭に

よる説明，説明文書の交付、診療記録の開示等、具体的な状況に即した適切な方法により提

供する。提供する情報には、おおむね次に掲げる事項を含むものとする。 

１．現在の症状および診断名 

２．予後 

３．処置および治療方針 

４．処方する薬剤については、薬剤名，服用方法、効能、特に注意を要する副作用 

５．代替的治療法がある場合には、その内容利害得失 

６．手術や侵襲的検査を行う場合には、その概要、危険性、実施しない場合の危険性、合併

症の有無 

７．その他患者が「さらに知りたい」と求める不安や疑問に対する誠実な対応と情報提供 

 

4.診療記録等の開示による情報提供 

主治医および所長は、患者が自己の診療録、その他の診療記録等の閲覧、謄写を求めた場合

には、原則としてこれに応ずるものとする。診療記録等の開示の際、患者が補足的な説明を

求めたときは、主治医は概ね一週間以内にこれに応ずるものとする。 

 

 



5.診療記録等の開示を求め得る者 

診療記録等の開示を求めることができる者は、原則として次のとおりとする。 

・患者が成人で判断能力ある場合は、患者本人 

・患者に法定代理人がある場合は、法定代理人。ただし、満 15 歳以上の未成年者について

は、疾病の内容によっては本人のみの請求を認めることができる 

・診療契約に関する代理権が付与されている任意後見人 

・患者本人から代理権を与えられた親族 

・患者が成人で判断能力に疑義がある場合は、現実に患者の世話をしている親族およびこれ

に準ずる縁故者 

・患者本人が死亡の場合は法定相続人 

 

6.診療記録等の開示を求める手続き 

診療情報開示を求める方は、別に定める申請用紙に記入しクリニックに請求することがで

きる。開示の申請受付窓口は 1 階受付これにあたる。申請者は自己が 5 に定める申請者で

あることを証明するものとする。主治医および所長は申請に対し本規程にもとづき決済す

る。開示に対応する業務は医事課が行う。申請からカルテ開示までは 2 週間程度とする。開

示に伴う費用は申請者が負担する。 

 

7.開示しない方がよいと考えられる場合 

主治医および所長は、患者からの診療情報の提供、診療記録等の開示の申請が、次の事由に

当たる場合には、診療情報の提供、診療記録等の開示の全部または一部を拒むことができる。 

１．対象となる診療情報の提供、診療記録等の開示が、第三者の利益を害する恐れがあると

き 

２．診療情報の提供、診療記録等の開示が、患者本人の心身の状況を著しく損なう恐れがあ

るとき 

３．前二号のほか、診療情報の提供、診療記録等の開示が患者、家族にとって不適当とする

相当な事由が存するとき、主治医および所長は申立の全部または一部を拒むときは、申請

者に対して医師会にある苦情処理機関があることを知らせるものとする。 
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